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◎集団指導（新規指定・更新時）
　【　実施方法　】
　　ｅラーニングによる実施を原則とする。
◎集団的個別指導
　【　実施方法　】
　　集合形式により実施する（感染状況により資料配布等で実施）。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

集団指導

集団指導
（新規指定） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

集団指導
（更新時） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 645

集団的個別指導
（集団部分） ―

帯広 釧路 北見 苫小牧 函館 旭川 留萌 江差 岩見沢 札幌 小樽

― ― ― 214
6 6 7 10 16 18 1 1 8 135 6

合計 0 6 13 10 16 19 9 135 6 0 0 0 859

個別指導

指導月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

情報提供 1 1 2

再指導 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 42

高点数 0

その他 1 1 1 3

特定共同指導 1 1

小計 0 4 6 5 4 5 5 5 4 4 4 2 48

新規 6 8 9 9 8 9 9 9 8 8 8 5 96

合計 6 12 15 14 12 14 14 14 12 12 12 7 144

〇個別指導の情報提供については、今後の情報提供により増加することもある。
〇厚生労働省からの指示により、個別指導（高点数）は実施しない

表２　令和５年度　保険医療機関等に対する指導計画【医科】

⑷　新規個別指導
①	 実施対象
　新規指定から概ね６か月を経過した保険医療機関とする。
②	 指導形態
　指導は、原則として、指導月以前の連続した２か月分の診療報酬明細書に基づき、診療録及び関係書類等
を閲覧し、面接懇談方式により行う。
　指導対象となる診療報酬明細書の件数は、病院は20人分程度、診療所は10人分程度とする。
　なお、指導場所については、病院は当該病院内とし、診療所は原則、別会場で実施する。また、指導時間
は、病院２時間程度、診療所１時間程度とする。
③	 経済上の措置
　指導対象となった診療報酬明細書のうち、保険診療の内容に適正を欠くものについてのみ返還対象とする。

北海道医報年間購読のご案内
　北海道医師会では北海道医報の定期購読を希望される方に、年間購読のご案内をしております。ご希望

の際は下記までお問い合わせください。

購読料金：3,300円（税込）

購読期間：年度ごと　４月～翌年３月までの１年間

募集対象：医療機関、医療関係団体や法人、または個人

支払方法：指定の口座への振込または郵便振替

問い合わせ先：北海道医師会　事業第一課

TEL 011-231-7661　FAX 011-241-3090　E-mail ihou@m.doui.jp


